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浜松市天竜区春野町領家1149-2
東名浜松・袋井 ICから車で50分
新東名浜松・浜北 IC及び森・掛川
ICから車で40分

浜松市天竜区春野町領家
東名浜松・袋井 ICから車で50分
新東名浜松・浜北 IC及び森・掛川
ICから車で40分

浜松市天竜区春野町堀之内（昭和）
東名浜松・袋井 ICから車で50分
新東名浜松・浜北 IC及び森・掛川
ICから車で40分

浜松市天竜区春野町川上
東名浜松・袋井 ICから車で90分
新東名浜松・浜北 IC及び森・掛川
ICから車で80分

浜松市天竜区春野町気田
東名浜松・袋井 ICから車で60分
新東名浜松・浜北 IC及び森・掛川
ICから車で50分

浜松市天竜区春野町豊岡（勝坂）123
東名浜松・袋井 ICから車で90分
新東名浜松・浜北 IC及び森・掛川
ICから車で80分

浜松市天竜区春野町豊岡（勝坂）
東名浜松・袋井 ICから車で90分
新東名浜松・浜北 IC及び森・掛川
ICから車で80分

浜松市天竜区春野町長蔵寺
東名浜松・袋井 ICから車で60分
新東名浜松・浜北 IC及び森・掛川
ICから車で50分

浜松市天竜区春野町宮川2098-1
東名浜松・袋井 ICから車で60分
新東名浜松・浜北 IC及び森・掛川
ICから車で50分

（昭（昭和43年静岡県条年静岡県条例25号）号）（昭和43年静岡県条例25号）
特定の区域におけるキヤンプの禁止に関する条特定の区域におけるキヤンプの禁止に関する条例（抜粋）（抜粋）特定の区域におけるキヤンプの禁止に関する条特定の区域におけるキヤンプの禁止に関する条例（抜粋）（抜粋）特定の区域におけるキヤンプの禁止に関する条例（抜粋） キャンプ禁止区域のご案内キャンプ禁止区域のご案内キャンプ禁止区域のご案内キャンプ禁止区域のご案内キャンプ禁止区域のご案内

（平（平成25年4月1日現在）日現在）（平成25年4月1日現在）

　静岡県では、人の安全と、良好な社会・自
然環境の保持のため、伊豆半島と浜松市天竜
区春野町気田川本支流にキャンプ禁止区域を
設け、６月１日から９月３０日までの間、キャ
ンプを禁止しています。お出かけ前に中ペー
ジを確認してください。また、これ以外にも
キャンプを制限していることもありますの
で、該当市町に問い合わせてください。ご協
力をお願いします。

For personal safety and environmental protection 

reasons, Shizuoka Prefecture prohibits camping in 

undesignated areas of the Izu Peninsula, the Keta 

Valley of Haruno-cho, Tenryu-ku, and Hamamatsu 

from June 1st-September 30th. Before going camping, 

contact the campsites listed in this brochure as space 

is limited. Other campsites not listed in this brochure 

may have limited space, so please contact the 

administrative office to confirm space availability.  

　Thank you for your cooperation.

Para a sua segurança e pela preservação das 

condições sócio-ambientais, o Governo de Shizuoka 

estabeleceu áreas de proibição de acampamento 

(“Camping”) na península de Izu e nas proximidades 

do rio Keta, em Hamamatsu, Tenryu-ku, Haruno-cho. 

A proibição estará em vigor entre os dias 1 de junho e 

30 de setembro. Antes de partir para acampar, 

certifique-se das regiões proibidas e consulte 

previamente as administrações locais, pois além das 

áreas aqui citadas, ainda existem outras localidades 

com restrição de acampamento. Agradecemos a sua 

colaboração!

Por su seguridad y por razones de preservación 

medio-ambientales,la Prefectura de Shizuoka dictó la 

prohibición de acampar en la península de Izu y en las 

proximidades del rio Keta en Haruno-Cho,Tenryu-Ku 

en la ciudad de Hamamatsu.

Dicha prohibición estará vigente a partir del dia 

primero de Junio hasta el dia treinta de septiembre.

Antes de salir a acampar cerciórese en las paginas 

internas de este panfleto o consulte en las 

administraciones locales,puesto que existen 

restricciones en otras areas aparte de las citadas.

Agradecemos de antemano su colaboración.

 目　的
第１条　この条例は、特定の区域におけるキャンプを禁止する
ことにより、キャンプを行なう者の安全を図るとともに当該
区域及びその周辺の地域における良好な環境を保持すること
を目的とする。
 定　義
第２条　この条例において「キャンプ」とは、テントその他簡
易な宿泊のできる用具を用いて行なう野営をいう。
 キャンプの禁止区域の指定
第３条　知事は、次の各号のいずれかに該当する地域をキャン
プの禁止区域として指定することができる。
　（１）キャンプを行なう者の危険防止のため、地すべり、がけ
　　くずれ、落石又はいっ水等のおそれがある地域のうち特
　　に必要と認められる地域
　（２）飲料水の水質保全のため、特に必要と認められる地域
２　知事は、キャンプに必要な給排水施設、ごみ、し尿その他
の汚物の処理施設等が不備な場所で、多数の者が集合してキャ
ンプを行なうことにより、当該地域における環境衛生が著し
く阻害され、かつ、周辺の住民が著しく迷惑をこうむる事態
が発生するおそれがきわめて強いと認められる地域を、６月
１日から９月３０日までの間、キャンプの禁止区域として指
定することができる。

（中略）

 キャンプの禁止
第８条　何人も、禁止区域においては、キャンプを行なっては
ならない。ただし、公務上の必要その他特別の理由によりあ
らかじめ知事の許可を受けた者については、この限りではな
い。
２　知事が指定した職員は、禁止区域においてキャンプを行なっ
ている者があるときは、その者にキャンプをやめるよう指示
することができる。
３　前項に規定する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関
係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 委　任
第９条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 罰　則
第１０条　第８条第２項の規定による職員の指示に従わなかっ
た者は、３万円以下の罰金又は科料に処する。
　　　附　則
この条例は、昭和４３年４月１日から施行する。

教育委員会事務局生涯学習課



　静岡県では、地域で生活している青少年に周
りの大人の誰もが温かなまなざしを向け、声を
掛け、積極的にかかわることにより、青少年の
健やかな成長を支援していこうという「地域の
青少年声掛け運動」を推進しています。
　大人から進んであいさつをする、良い行いを
ほめる、頑張りを励ますなど、無理のない取組
をお願いしています。
　キャンプ場でも本運動の趣旨をご理解いただ
き、皆様のご協力をお願いします。

「地域の青少年声掛け運動」にご協力を!!


